
広島市規則第４４号

令和８年３月３１日

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広島市長 松 井 一 實

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規

則

一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和２６年３月３０日広島

市規則第９３号）の一部を次のように改正する。

第４条の３第２項中「第９条の２第１項第２号」を「第９条の２第１項

第３号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。

２ 条例第９条の２第１項第２号に規定する職は、医療職給料表(2)の適用

を受ける職員の職のうち獣医師の職とする。

第４条の４を次のように改める。

第４条の４ 条例第９条の２第１項の規定により初任給調整手当（同項第

３号に掲げる職に係る初任給調整手当を除く。次条から第４条の８まで

において同じ。）を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条第１項に規定する職に採用された職員であつて、その採用が、

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学（以下「大学｣

という。）卒業の日から３７年（医師法（昭和２３年法律第２０１号)



に規定する臨床研修（第４条の６第１項において「臨床研修」とい

う。）を経た者にあつては３９年、医師法の一部を改正する法律（昭

和４３年法律第４７号）による改正前の医師法に規定する実地修練

（第４条の６第１項において「実地修練」という。）を経た者にあつ

ては３８年）を経過するまでの期間（旧専門学校令による専門学校等

で市長の定めるものを卒業した者にあつては、市長の定めるこれに準

ずる期間。以下「経過期間」という。）内に行われたもの

(2) 前条第２項に規定する職に採用された職員

第４条の５中「通算して３５年に達している職員」を「、第４条の３第

１項に規定する職を占める職員にあつては通算して３５年、同条第２項に

規定する職を占める職員にあつては通算して１５年に達している場合」に

改める。

第４条の６第１項中「３５年」を「、第４条の３第１項に規定する職を

占める職員にあつては３５年、同条第２項に規定する職を占める職員にあ

つては１５年」に改め、「月額は」の右に「職員の区分及び」を加え、同

条第４項及び第５項中「第４条の４」を「第４条の４第１号」に、「第４

条の５」を「前条」に改める。

第４条の７中「第４条の３第１項」の右に「又は第２項」を加える。

第４条の８中「第４条の３第１項」の右に「若しくは第２項」を加え、

「第４条の４」を「第４条の４各号」に改める。

第４条の９中「同項第２号」を「同項第３号」に、「第４条の３第２項｣

を「第４条の３第３項」に改める。

第８条の４に次の２項を加える。



２ 条例第１１条の２第３項に規定する規則で定める者は、次に掲げる法

人に勤務していた者とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条

の２各号に掲げる法人

(2) 国家公務員退職手当法施行令第９条の４各号に掲げる法人（前号に

掲げる法人を除く。）

(3) 前２号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認

めるもの

３ 条例第１１条の２第３項に規定する規則で定める支給割合は、採用の

日から３年を経過するまでの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当

該各号に定める割合とする。ただし、当該各号に定める割合が同条第２

項第３号に定める割合を下回る場合は、同号に定める割合とする。

(1) 採用の日から１年間 採用前の勤務地における支給割合等を考慮し

て、任命権者が定める割合

(2) 前号の期間が満了する日の翌日から１年間 前号に掲げる割合に１

００分の８０を乗じて得た割合

(3) 前号の期間が満了する日の翌日から１年間 第１号に掲げる割合に

１００分の６０を乗じて得た割合

第１０条第２項中「第１０条の６」を「第１０条の６第２項」に改める。

第１０条の５第１項中「１万６，０００円」を「１万８，０００円」に

改める。

第１０条の６第２項第５号中「１万３００円」を「１万４００円」に改

め、同項第６号中「１万２，８００円」を「１万３，５００円」に改め、



同項第７号中「１万５，３００円」を「１万６，６００円」に改め、同項

第１１号中「２万５，３００円」を「２万５，９００円」に改め、同項第

１２号中「２万７，８００円」を「２万９，１００円」に改め、同項第１

３号中「２万９，７００円」を「３万５，５００円」に改め、同項第１４

号中「３万１，６００円」を「３万８，７００円」に改め、同条第３項中

「２，０００円」を「５，０００円」に改める。

第１０条の７の３第２項第２号イ中「第１０条の７の２第４項第１号」

を「第１０条の７の３第４項第１号」に改め、同条第３項中「の翌月」を

削り、同条を第１０条の７の４とし、第１０条の７の２を第１０条の７の

３とし、第１０条の７の次に次の１条を加える。

第１０条の７の２ 条例第１１条の４第２項に規定する規則で定める職員

は、次に掲げる職員とする。

(1) 通勤のためフェリーを利用して自動車等（自転車を除く。）の航送

料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため有料の道路を利用してその料金を負担することを常例と

する職員

２ 条例第１１条の４第２項に規定する規則で定める額は、６万１，７０

０円とする。この場合において、前項各号に掲げる職員の通勤手当の支

給にあつては、前条第１号、次条第４項各号並びに第１０条の７の４第

２項第１号及び第２号中「５万５，０００円」とあるのは、「６万１，

７００円」とする。

第１０条の８第１項中「であるときは、その日の属する月）から開始し｣

を「又は新たに採用された日であるときは、これらの日の属する月）から



開始し」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第２項中「）から」を

「とし、人事異動その他市長が定める事由によりその額を変更すべき事実

が生ずるに至つたときは、市長が定める月とする。）から」に改める。

第１０条の１１第２号中「（昭和２２年法律第２６号）」を削る。

第１０条の２２中「第１１条から第１３条まで（第１１条第２項及び第

１３条第１項」を「第１０条から第１２条まで（第１０条第２項及び第１

２条第１項」に改める。

第１４条の２第１号中「において」を「及び第１５条の３第３項におい

て」に改める。

第２３条の４第２項第６号中「期間、」を「期間又は」に改め、同項第

７号中「が３０日」を「又は勤務時間条例第１５条の３第１項に規定する

子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が３０日」に改める。

第２３条の７第２号中「において」を「及び第１５条の３第３項におい

て」に改める。

第２４条の２第１項第２号中「及び」を「並びに」に改め、「地域手当｣

の右に「及びへき地手当（これに準ずる手当を含む。第３項及び第８項に

おいて同じ。）」を加え、同条第３項中「地域手当」の右に「及びへき地

手当」を加え、同条第８項中「定める額」の右に「（基本報酬を月額で受

ける者にあつては、同号に定める額を算定するに当たつてへき地手当を除

いて算出して得られる額）」を加え、「合計額」の右に「（基本報酬を日

額又は時間額で受ける者にあつては、これらの額にへき地手当に相当する

報酬の月額を加えた額）」を加える。

別表第１の２種の項中「室長（」の右に「公共施設マネジメント推進室



長、」を加え、「及びデジタル行政推進室長」を「、デジタル行政推進室

長及びこども・子育て政策室長」に改め、同表の３種の項中「並びに」の

右に「公共施設マネジメント推進室長、」を加え、「及びデジタル行政推

進室長」を「、デジタル行政推進室長及びこども・子育て政策室長」に改

める。

別表第２を次のように改める。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員の区分
期間の区分

(1)　採用の日から1年間 310,800
円

60,000
円

(2)　(1)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 60,000

(3)　(2)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 60,000

(4)　(3)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 60,000

(5)　(4)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 55,000

(6)　(5)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 50,000

(7)　(6)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 45,000

(8)　(7)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 40,000

(9)　(8)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 35,000

(10)　(9)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 30,000

(11)　(10)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 25,000

(12)　(11)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 20,000

(13)　(12)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 15,000

(14)　(13)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 10,000

(15)　(14)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800 5,000

(16)　(15)の期間が満了する日の翌日から1年間 310,800

(17)　(16)の期間が満了する日の翌日から1年間 307,500

(18)　(17)の期間が満了する日の翌日から1年間 304,200

(19)　(18)の期間が満了する日の翌日から1年間 300,900

(20)　(19)の期間が満了する日の翌日から1年間 297,600

(21)　(20)の期間が満了する日の翌日から1年間 294,300

(22)　(21)の期間が満了する日の翌日から1年間 283,300

別表第２（第４条の６、第２４条の２関係）

１ 項 職 員 ２ 項 職 員



(23)　(22)の期間が満了する日の翌日から1年間 271,300

(24)　(23)の期間が満了する日の翌日から1年間 258,800

(25)　(24)の期間が満了する日の翌日から1年間 246,300

(26)　(25)の期間が満了する日の翌日から1年間 233,800

(27)　(26)の期間が満了する日の翌日から1年間 218,300

(28)　(27)の期間が満了する日の翌日から1年間 202,800

(29)　(28)の期間が満了する日の翌日から1年間 187,300

(30)　(29)の期間が満了する日の翌日から1年間 171,800

(31)　(30)の期間が満了する日の翌日から1年間 155,300

(32)　(31)の期間が満了する日の翌日から1年間 138,800

(33)　(32)の期間が満了する日の翌日から1年間 122,300

(34)　(33)の期間が満了する日の翌日から1年間 104,300

(35)　(34)の期間が満了する日の翌日から1年間 86,300

備考　この表において、「１項職員」とは第４条の３第１項の職を占める職員を、「２項職員」とは同 

　条第２項の職を占める職員をいう。



附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１０条の２２

の改正規定は、公布の日から施行する。


